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明
治
初
年
の
官
瞥
産
業
に
就
て

一
六
四

明
治
初
年
の
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ゴ
コ
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長
ほ
こ
品
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琉
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"1言「

明
治
初
年
の
産
業
政
策
、
詳
言
す
れ
ば
産
業
上
の
直
接
保
護
干
渉
政
策
は
、
幕
末
に
幕
府
及
諸
藩
が
採
れ
る
産
業
政
策
を
踏
襲
し

て
、
更
に
之
を
撹
充
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
口
に
産
業
政
策
と
縛
す
る
も
、
そ
の
内
容
は
頗
る
庚
汎
多
岐
に
亙
る
を
以
て
、
本
稿

に
於
て
は
之
を
官
器
産
業
に
限
定
し
、
先
づ
筈
時
幕
府
及
諸
藩
が
終
日
営
せ
る
諸
事
業
を
継
承
せ
る
も
の
と
、
明
治
政
府
が
新
た
に
泰

西
よ
り
移
植
せ
る
事
業
と
に
就
で
概
観
し
、
弐
に
官
替
産
業
の
諸
性
質
に
言
及
し
、
最
後
に
産
業
官
営
主
義
の
拙
棄
に
鯛
れ
、
以
て

我
岡
資
本
主
義
経
済
成
立
の
上
に
於
け
る
官
営
産
業
の
意
義
を
見
ょ
う
と
忠
ふ
。

ー
ー

官
替
産
業
概
観

明
治
初
年
の
官
替
産
業
の
う
ち
に
は
奮
幕
府
及
諸
獲
が
経
替
せ
し
事
業
を
継
承
せ
る
も
の
が
甚
だ
多
か
っ
た
。
之
を
鮪
業
に
就
て

見
る
に
、
生
野
銀
山
(
明
治
元
年
)
及
佐
渡
金
山
(
一
一
年
)
は
奮
幕
府
の
事
業
を
継
承
せ
る
も
の
で
る
り
、
小
坂
銀
山
(
二
年
)
・
高
島
炭

坑
(
五
年
)
・
犬
葛
金
山
及
員
山
金
山
{
六
年
)
・
釜
石
鱗
山
(
七
年
)
等
は
葎
諸
藩
円
事
業
を
官
牧
せ
る
も
の
で
あ
り
、
三
池
…
茨
抗
は
三
池
落



の
事
業
に
し
て
一
旦
士
族
に
借
匝
せ
し
め
た
も
の
を
官
牧
せ
る
も
の
で
る
り

(
六
年
)
・
阿
仁
銅
山
及
院
内
銀
山
は
秋
岡
落
の
経
管
よ

り
一
旦
小
野
組
の
粧
品
同
に
移
り
、
同
組
処
産
後
政
府
の
事
業
に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(
八
年
)
(
括
弧
内
は
政
府
の
直
骨
と
な
せ
る
年
次

で
あ
る
)
0

勿
論
官
潜
鏑
山
の
う
ち
に
は
中
小
坂
銀
山
の
如
く
従
来
民
告
に
局
せ
し
を
官
牧
せ
る
も
の
あ
り
、
油
戸
山
沢
山
・
十
輪
同
銀

山
・
島
根
銅
山
の
如
〈
明
治
政
府
の
始
め
て
開
探
せ
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
重
要
た
る
鏑
山
の
大
部
分
は
奮
幕
府
及
諸
蒋
が
経
替
せ

る
事
業
を
直
接
間
接
に
継
承
せ
し
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
工
業
に
就
て
も
、
横
須
賀
造
給
所
・
償
潰
製
作
用
及
長
崎
浩
舶
所
は
明
治
芯
年
に
醤
幕
府
の
事
業
を
継
承
せ
る
も
の
で
あ
り
、

赤
羽
判
工
作
所
も
選
佐
賀
藩
よ
り
幕
府
へ
差
出
せ
る
製
俄
機
岐
を
基
礎
と
し
て
‘
四
年
に
取
建
て
ら
れ
た
色
の
で
あ
り
、
堺
紡
額
所
も

明
治
五
年
に
酋
鹿
児
島
維
の
経
後
せ
し
事
業
を
山
口
牧
せ
誌
も
の
で
必
っ
た
。

主
1
B
U
F
F
-
並
E
，骨

t
〉

Z
A怜

;
l附
A

d

ご
h
r
M
1
5
3
L
h

lafyp主
卜

f
J
F
i
p
t
r
ョ
ー
↑
主
主
以
!

)

1

庫
造
船
局
、
長
崎
活
舶
所
に
存
せ
し
器
械
を
利
用
し
て
同
年
設
置
せ
る
活
字
製
浩
場
等
、
何
れ
も
十
世
間
幕
府
及
諸
法
の
事
業
と
直
接
関

援
に
閥
係
を
有
せ
し
も
の
で
る
る
。
ま
た
五
年
八
月
工
部
省
に
設
け
ら
れ
た
る
化
製
試
験
所
た
る
製
煉
所
も
、
鹿
児
島
・
佐
賀
・
山
口

等
の
諸
藩
に
存
せ
し
製
煉
方
の
事
業
を
利
用
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。

以
上
の
知
〈
{
呂
管
産
業
に
は
、
習
時
代
の
事
業
を
継
承
せ
る
も
の
が
頗
る
多
か
っ
た
が
、
政
府
の
産
業
政
策
は
之
れ
の
み
に
甘
ん

や
る
と
と
を
許
さ
や
、
新
規
に
諸
h

の
産
業
を
経
替
せ
し
め
た
。
鏡
業
に
就
て
政
府
自
ら
開
探
せ
る
繍
山
の
存
せ
し
と
と
は
既
に
漣

べ
た
が
、
此
外
工
業
に
闘
し
て
は
、
工
部
省
製
品
川
場
(
大
年
開
業
)
・
深
川
セ
メ
ン
ト
製
造
所
(
八
年
始
業
)
・
品
川
硝
子
製
造
所
(
九
年
興
業

祉
の
工
場
買
牧
)
・
深
川
白
煉
瓦
製
造
所
(
十
年
始
業
)
・
富
岡
製
締
所
(
三
年
金
き
・
新
町
紡
積
所
(
八
年
企
責
)
・
千
住
製
蹴
所
(
九
年
創
立
)
・

愛
知
及
関
島
紡
積
所
(
十
一
年
企
費
)
等
が
る
り
、
諸
器
被
の
試
験
及
停
習
所
と
し
て
八
年
七
月
に
は
勧
業
寮
試
験
揚
(
内
務
省
所
属
)

明
治
初
年
四
官
管
産
業
に
就
て

一
六
五



明
治
初
年
の
官
替
産
業
に
就
て

一
六
六

が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
農
業
及
牧
畜
業
に
閲
し
て
は
明
治
五
年
、
総
入
の
種
畜
・
種
苗
・
農
具
等
の
綜
合
的
農
事
試
験
場
た
る
内
藤
新

宿
試
験
揚
を
設
く
る
と
同
時
に
取
香
種
高
揚
(
明
治
初
年
開
設
)
・
下
線
牧
羊
揚
(
八
年
開
設
)
ニ
二
回
育
種
揚
(
十
年
開
設
)
を
設
け
て
優
良
種

畜
・
種
苗
の
頒
布
又
は
緬
羊
の
飼
育
を
企
て
、
三
岡
農
具
製
作
所
を
起
し
て
(
開
設
年
不
詳
)
泰
同
農
具
の
試
験
並
に
製
造
販
一
買
を
行
っ

た
。
此
等
の
外
官
侍
産
業
と
し
て
新
た
に
行
は
れ
た
も
の
に
餓
道
事
業
・
電
信
事
業
等
を
皐
げ
る
こ
と
が
川
来
も

以
上
要
す
る
に
、
明
治
例
年
の
官
即
時
百
産
業
は
、
延
世
帯
府
及
諸
滞
の
事
業
を
継
承
し
、
児
に
之
そ
鏑
充
ぜ
る
も
の
な
お
っ
た
。
山
川
ふ

に
江
戸
時
代
幕
府
及
諸
藩
が
多
く
鎖
山
を
直
管
し
た
の
は
、
軍
事
上
・
政
治
上
及
び
財
政
上
の
必
要
に
出
で
た
も
の
で
あ
っ
た
。
幕
末

に
彼
等
が
洋
式
工
業
を
移
植
し
た
の
も
主
と
し
て
軍
事
上
の
目
的
に
出
で
、
財
政
上
の
目
的
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
と
に

は
民
間
工
業
の
勃
興
陀
資
ぜ
ん
と
す
る
意
闘
は
殆
ど
存
し
・
な
か
っ
た
。
明
治
政
府
が
彼
等
の
事
業
を
継
承
せ
し
に
就
て
も
、
営
初
は

江
戸
時
代
と
殆
ど
異
ら
友
か
っ
た
が
、
併
し
そ
こ
に
は
や
が
て
来
る
ぺ
き
殖
産
興
業
へ
の
機
運
が
次
第
に
醸
成
せ
ら
れ
、
後
忙
は
殖

産
興
業
を
主
要
な
る
月
的
と
し
て
官
管
産
業
が
経
倍
せ
ら
る

L
K
至
っ
た
。
申
ー
に
と
の
黙
に
就
て
述
べ
よ
う
。

宮
醤
産
業
の
語
性
質

官
営
諸
産
業
が
多
少
一
共
に
殖
産
興
業
K
の
模
範
的
性
質
を
存
せ
し
こ
と
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
高
橋
亀
吉
氏
は
維
新

政
府
が
産
業
を
官
営
す
る
に
至
っ
た
理
由
の
第
一
に
『
泰
閉
式
の
殖
産
興
業
奨
励
の
た
め
の
模
範
を
示
す
」
云
h

を
拳
民
、
或
る
場
合

に
は
鍋
道
に
す
ら
模
範
の
文
字
が
冠
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
。
之
を
法
令
に
就
て
見
る
に
、
最
初
官
皆
産
業
の
粧
替
に
首
れ
る
民

部
省
は
『
敦
化
を
庚
く
し
、
風
俗
を
敦
く
し
、
生
業
を
奨
励
し
、
撫
育
の
術
を
牽
し
、
賑
済
の
備
を
設
け
、
上
下
の
情
を
貫
通
し
冶

以上主として「工部省治草報告J(r明治前期則政経済史料集成 J第十七巻所牧)、
「法規分類大金」第一編、官職門七亙九、による。
高橋貌古「明治大正産業費建史J90頁
高朝報批「新日本史」第一巻、 1055頁
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以
て
衆
肢
を
し
て
可
令
安
堵
事
』
、
一
同
州
を
時
養
し
、
山
野
何
海
の
利
を
興
し
、
種
樹
・
牧
牛
馬
等
憾
で
生
産
を
繁
殖
し
、
以
て
富
岡

の
道
を
開
成
す
べ
き
官
き
を
そ
の
政
務
の
主
要
目
的
と
し
た
が
、
更
に
氏
部
省
よ
り
官
営
産
業
の
大
部
分
を
継
承
せ
る
工
部
省
は
、

『
百
工
を
勧
奨
す
る
こ
と
を
掌
り
、
嘗
て
民
部
省
所
管
の
袖
岡
山
・
蝕
道
・
裂
鍛
・
燈
明
議
・
侍
信
機
等
の
事
を
統
轄
』
ず
る
目
的
を
以
て
、

明
治
三
年
間
十
月
比
開
設
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
省
中
特
陀
工
業
方
面
の
指
導
奨
励
に
任
じ
た
る
勧
工
寮
の
事
務
辛
穏
に

『
一
、
諸
工
医
百
般
の
技
週
中
を
勤
働
し
て
工
産
を
官
殖
せ
し
む
る
事
、
一
、
化
撃
及
び
器
域
に
局
す
る
工
揚
を
超
建
し
、
諸
工
製
迭
の
貫

工
業
を
振
興
す
る
事
』
と
あ
る
に
よ
っ
て
、
官
替
産
業
に
模
範
的
性
質
が
賦
興
せ
ら
れ
た
事
を
窺
ふ
と
と
が
出
来
る
。

殺
を
開
示
し
、

ま
た
明
治
十
六
年
八
月
工
部
抑
佐

L

河
本
高
行
よ
り
た
政
官
へ
の
建
一
戸
の
一
節
に
『
(
前
略
)
仁
部
の
述
宥
す
る
所
以
は
、
欧
米
の
新
事
業

を
人
民
に
誘
導
す
る
に
在
り
、
叫
営
業
射
利
は
政
府
の
主
に
非
十
」
云
々
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
等
に
よ
れ
ば
官
管
産
業
は
最
初
よ

り
第
一
義
的
に
模
範
的
性
狩
わ
弘
首
刊
し
、

殊
V
L

工
品
匂
は
、

一-一一the---tf

，

叫
ル
ー
ヂ
バ
汁
制
川
日
U

訂
寸
叫
山
叫
市
沖
中
レ

一

i
l
-
-
j
i
i

-一

111
一

一

;

・

・

1

1

4
気
乙
勺
芋
十
一
叶
d
U
1
実

釘

斗

P
I
H
i
t
-
7
出

htσ
土、

「
b
f
一，

d
-
d
l
i
'
j
y
T
U
H
L
1
4
1
1
l
u

中
恒
機
闘
で
る
っ
た
事
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
事
貨
は
印
刻
し
て
さ
う
で
あ
っ
た
か
。
今
工
部
省
の
所
管
事
業
を
見
る
に
、
渚
繍
山
・
徴
道
・
電
信
及
び
内
務
省
設
置
以
前

に
存
せ
し
諸
工
場
の
う
ち
堺
紡
績
所
一
及
百
問
製
日
開
所
を
除
〈
棉
て
の
工
場
、
共
後
起
さ
れ
し
深
川
セ
メ
ン
ト
製
造
所
・
品
川
拍
子
製

泊
所
・
深
川
白
煉
瓦
製
法
所
等
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
鎖
山
を
官
告
せ
し
直
接
の
動
機
に
は
、
坑
夫
の
失
業
防
止
が
あ
り
(
例
へ
ば
生

野
銀
山
)
、
外
国
資
本
の
排
除
が
あ
り
(
例
へ
ば
高
島
炭
坑
)
、
民
間
企
業
者
向
の
乾
喋
除
去
が
あ
り
(
例
へ
ば
三
池
炭
坑
)
、
政
府
所
肘
の
鋳
物

獲
得
が
る
り
(
例
へ
ば
油
戸
炭
坑
・
十
輸
出
銀
山
・
島
根
銅
山
)
・
必
中
し
も
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
併
し
諸
鍵
山
官
侍
の
共
通
の
目
的
が
、
政

府
所
用
の
鋳
物
獲
得
に
る
っ
た
事
は
断
言
し
て
も
差
支
へ
・
泣
い
で
る
ら
う
。
査
し
政
府
は
造
幣
・
迭
舶
・
製
鍋
・
錨
道
等
の
諸
産
業
を

明
治
初
年
の
官
轡
摩
業
に
就
て

ノ、

七

「法規分類大会」前掲、 34頁
「法規分類大会，J第一編、官職門-~.:'''>I J04頁
同上、 '5頁
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明
治
初
年
の
官
轡
産
業
に
就
て

六

^ 

経
営
し
、
此
等
に
要
す
る
原
料
を
確
貨
に
入
手
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
此
等
の
鋸
山
に
は
多
く
外
人
技
師
を
履

傭
し
、
泰
西
新
技
術
を
膝
則
し
た
。

と
の
結
陀
於
て
鍵
山
経
替
に
は
模
範
の
意
嗣
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
友
い
が
、
併
し
そ
れ

は
第
一
義
的
目
的
で
は
友
か
っ
た
。
鎚
道
に
就
て
も
同
様
の
事
が
い
へ
る
。
唯
之
に
於
て
は
人
及
貨
物
の
輸
送
を
使
に
し
、
閣
内
市

場
開
獲
を
促
進
し
、

以
て
殖
医
興
業
に
出
比
一
せ
ん
と
す
る
意
闘
が
合
ま
れ
て
ゐ
た
が
、
開
設
営
一
初
の
主
目
的
は
地
調
的
に
封
建
的
制
隈

h
t
打
破
し
、

E
一
云
口
こ
主
:
う

-
q
E
3
〉

〉

、

β
P
S
I
n
-
-
Lに
お
い

1
Fド
配
信
F

、
lrp
〆
て

一
、
恥
4

l

l

h

-

引
itJhMMEM-仁

E
P
J
t

l
l
t，A
1

t

五
-

以
て
中
央
集
棋
の
確
立
そ
脊
日
却
な
ら
し
め
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
ο

は
明
治
五
年
早
く
も
官
皆
方
針
を
確
立
し
『
西
洋
各
闘
に
於
て
、

私
線
曾
駐
等
の
設
あ
り
と
雄
も
‘

彼
我
一
音
信
を
渇
や
る
震
め
、

皐
寛
私
線
は
政
府
の
機
密
に
闘
し
不
便
友
し
と
篤
さ
や
。
且
各
闘
交
際
に
干
渉
す
る
を
以
て
、
自
今
私
線
を
禁
じ
、
賂
来
怒
皆
官
級

と
震
す
』
と
と
L
し
た
の
で
・
あ
る
ω

要
す
る
に
鎖
山
・
鋭
道
・
電
信
等
の
官
替
に
は
政
治
的
・
財
政
的
等
の
目
的
が
主
要
部
分
そ
占
め

て
ゐ
た
の
で
る
っ
て
、
殊
に
銭
山
に
於
て
は
、
徳
川
時
代
に
幕
府
及
諸
藩
が
之
を
直
管
せ
し
形
式
と
意
義
と
を
継
承
せ
る
賠
が
多
分

『註

に
存
し
た
。

(
註
)

鍵
山
{
口
傍
に
閲
し
て
小
林
良
正
氏
は
『
銑
山
は
明
治
二
年
二
月
、

一
般
民
業
に
、

一
腹
開
放
さ
れ
た
が
、
五
年
一
一
一
月
白
「
銑
山
心
得
L

に
よ

っ
て
、
抽
刷
物
は
「
都
て
政
府
の
所
有
」
と
せ
ら
れ
、
従
っ
て
「
図
民
の
閲
探
」
ほ
「
政
府
よ
り
の
請
負
稼
」
と
せ
ら
れ
、
か
〈
て
探
鎖
躍
を
、
政

府
に
集
中
し
た
り
み
な
ら
ず
、
宇
が
て
重
要
鎖
山
の
官
牧
U
官
行
を
断
行
し
た
』
と
述
べ
島
、
恰
も
一
旦
採
恥
る
民
有
民
骨
主
義
を
忽
ち
官
有
官
舎

主
義
に
費
へ
た
か
の
如
〈
論
ヒ
て
居
ら
札
る
。
併
し
明
治
二
年
民
業
に
開
放
せ
る
意
義
は
、
従
来
私
に
銑
山
を
開
採
ず
る
事
を
禁
ピ
て
ゐ
ゆ
だ
封
建

的
制
限
を
撤
陵
し
た
も
の
で
あ
目
、
五
年
三
月
白
「
銑
山
心
得
」
に
『
銑
物
は
皆
政
府
の
所
有
た
り
、
敢
に
諸
府
鯨
管
轄
下
に
於
て
図
民
の
陶
探

せ
る
も
の
は
、
悉
政
府
よ
り
の
請
負
稼
に
非
る
こ
と
な
し
』
と
い
ひ
、
同
年
七
月
の
「
日
本
坑
法
」
第
二
に
『
前
に
掲
記
せ
し
物
類
、
凡
日
本
闘

中
に
於
て
琵
見
す
る
者
は
都
て
政
府
の
所
有
に
し
て
、
濁
り
政
府
の
キ
こ
れ
を
採
用
す
る
り
分
義
あ
り
』
と
い
へ
る
は
、
鍍
物
は
之
を
庚
義
白
岡

「工部省消草報告J(前弱、 215頁)
小林良豆「明治維新''''於け畠商工業上申請鑓草J(r日本豆;:-:院j段遠見講座」収載)
23頁
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有
止
し
、
同
淘
・
宅
地
に
於
け
る
が
如
き
私
有
権
を
認
め
ず
、
従
っ
て
そ
の
稼
行
は
之
を
官
業
と
す
る
か
若
〈
は
日
本
園
民
の
許
可
事
業
と
す
る

の
意
で
あ
る
。
従
っ
て
「
錆
山
心
得
L

並
に
「
日
本
坑
法
」
り
精
神
は
現
行
鏑
業
法
と
同
様
で
あ
っ
て
、
民
業
を
否
定
し
た
も
町
で
は
決
し
て
な

ν、。
鍛
道
に
就
て
も
小
林
氏
は
『
銭
道
、
電
信
等
、

い
づ
れ
も
第
一
義
的
に
、
事
事
的
H
保
安
的
な
閥
心
か
ら
、
官
行
。
方
針
が
取
ら
れ
、
岡
山
本
概

力
の
統
一
的
援
動
に
備
へ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
』
と
述
べ
て
居
ら
れ

ho
電
信
に
就
て
第
一
義
的
に
官
行
の
方
針
か
採
ら
れ
た
事
は
前
述
白
如
〈

で
あ
る
。
鍛
道
に
就
て
も
明
治
五
年
、

一
一
一
井
八
郎
右
衛
門
等
が
組
殺
せ
る
湖
周
銭
道
曾
枇
よ
り
資
金
を
借
入
れ
、
政
府
に
於
で
銭
道
を
建
設
せ
ん

と
せ
し
際
の
上
申
書
に
『
従
前
電
信
鍛
遣
の
業
は
人
民
に
任
せ
、
ん
骨
日
枇
を
以
て
維
持
す
る
方
法
は
到
底
行
ひ
難
〈
、
英
闘
政
府
に
於
て
も
既
に

E

額
四
金
を
出
だ
し
て
曾
祉
の
電
線
を
購
牧
せ
し
こ
と
を
聞
け
り
。
我
凶
今
日
銭
道
創
業
白
際
に
庄
P
、

勝
枕
ナ
る
は
、
織
的
て
失
惜
と
す
』
と
あ
り
J

第
一
義
的
に
官
行
。
方
針
を
採
っ
た
か
の
如
〈
で
あ
る
o

ま
た
寸
年
以
後
東
山
一
刑
制
東
北
餓
遺
曾

枇
壮
一
寸
が
社
粛
々
の
み
に
に
失
敗
に
終
っ
た
の
は
、
政
府
が
幹
線
官
替
主
義
を
採
用
し
と
ゐ
た
恥
ら
ぜ
」
い

ωれ
て
ゐ
る
。
併
し
此
開
明
治
六
年
ご
月

い
れ
ば
山

lM出
廷
設
は
自
今
人
民
の
ん
官
一
枇
に
任
町
、
結
此
の
方
訟
同
大
掛
省
に
委
任
ゼ
ら
る
L
旨
令
達
』
せ
ら
h
町
、
現
に
九
年
八
月
に
は
九
保
道
孝

一
と
皮
之
を
人
民
に
附
興
し
、
再
び
・
辺
を

争
華
校
の
組
合
は
、
政
府
と
の
聞
に
東
京
横
潰
閉
鎖
道
梯
下
の
俊
款
を
結
び
、
代
金
白
一
部
を
上
納
し
て
ゐ
る

ら
れ
代
金
の
上
納
困
難
、
と
な
っ
た
ゐ
め
、
結
局
賃
現
し
な
か
っ
た
)
。
ま
た
明
治
十
五
年
に
は
東
京
横
潰
聞
及
び
神
戸
大
常
問
。
銭
遣
を
私
線
に
移

(
但
梯
下
は
、
翌
年
疎
制
費
更
せ

さ
ん
と
ナ
る
伊
藤
博
文
O
建
議
が
一
旦
採
揮
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
等
の
事
貸
よ
り
見
れ
ば
、
銭
道
に
闘
し
て
最
初
よ
り
第
一
義
的
に
官
行
の
方
針

が
採
ら
れ
た
と
い
へ
な
い
で
あ
ら
う
。

尤
も
私
は
小
林
氏
。
所
論
に
於
け
る
鍵
山
及
錨
道
官
替
の
政
治
的
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
唯
第
一
義
的
に
官
寄
主
義
を
採
用
し
た

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
詑
明
し
た

r
け
で
あ
る
。

次
に
工
部
省
の
経
管
せ
し
諸
々
の
工
業
を
見
る
に
、
そ
の
う
ち
醤
時
代
よ
り
継
承
せ
る
諸
事
業
は
、
そ
の
目
的
も
略
ミ
之
を
織
承

し
、
邸
ち
主
と
し
て
軍
事
的
・
政
治
的
目
的
か
ら
之
を
経
営
し
た
ロ
此
賭
に
於
て
陸
軍
省
の
管
轄
に
属
せ
し
東
京
及
大
阪
砲
兵
工
廠
.

明
治
初
年
の
官
費
産
業
に
就
て

一
六
九

， 
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頁
5
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明
治
初
年
の
官
替
産
業
に
就
て

b 
O 

海
軍
省
の
経
営
せ
し
大
砲
製
造
所
。
石
川
島
造
船
所
.
大
殿
省
の
粧
品
百
に
か
L

る
造
幣
局
等
と
さ
ま
で
趣
を
異
に
せ
ざ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
現
に
横
須
賀
造
結
所
及
横
抽
出
製
作
所
は
五
年
十
月
梅
軍
省
の
所
管
と
た
り
、
赤
羽
川
工
作
所
も
十
六
年
二
庁
海
軍
省
兵
器
局
の
阿

属
工
揚
と
友
っ
て
ゐ
る
。
維
新
後
新
た
に
設
け
ら
れ
た
工
場
の
う
ち
に
る
っ
て
も
、
深
川
セ
メ
ン
ト
製
泊
所
及
白
煉
瓦
製
造
所
は
主

T

と
し
て
政
府
の
諸
事
業
に
府
ふ
ぺ
き
セ
メ
ン
ト
及
耐
火
煉
瓦
の
製
治
に
従
事
し
た
。
以
上
の
諸
工
業
に
模
範
的
・
殖
産
興
業
的
性
質

の
に
汀
在
を
否
定
す
る
と
と
は
無
謀
で
あ
り
、

殊
に
亦
羽
川
工
作
所
が
紡
績
機
械
北
ハ
他
の
工
業
用
諸
機
峨
配
製
伊
し
た
こ
と
、

い
」
之

/
k
r

，
、
四

及
白
煉
瓦
製
造
所
が
民
聞
に
於
け
る
斯
業
の
模
範
と
左
っ
た
と
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
た
い
が
、
併
し
以
上
の
諸
工
業
は
第
一
義
的
に

は
政
府
所
別
の
物
日
聞
を
製
造
し
た
の
で
る
っ
た
。
併
し
乍
ら
工
部
省
の
事
業
に
は
全
く
殖
産
工
業
上
の
目
的
を
以
て
起
さ
れ
た
も
の

も
る
っ
た
。
製
紙
揚
・
製
煉
所
・
内
山
下
試
験
所
市
日
開
川
硝
子
製
浩
所
の
如
き
そ
れ
で
あ
る
。
即
ち
製
紙
揚
は
生
総
裂
訟
の
偲
習
所
で

あ
っ
て
.
「
工
部
省
消
草
報
告
」
に
は
『
同
所
の
営
業
創
間
以
来
小
田
・
敦
賀
・
北
僚
・
山
梨
・
長
野
・
鹿
児
島
・
新
潟
・
三
瀦
諸
問
柿
の
請
臓
を

践
し
、
女
工
を
偲
習
し
、
器
械
を
模
治
せ
し
め
、
本
邦
従
前
の
製
材
開
方
の
改
良
を
勧
誘
す
る
共
功
盆
少
た
か
ら
ム
ご
と
あ
り
、
制
式
煉

所
及
内
山

F
試
験
所
は
民
間
の
陶
業
等
に
技
術
的
指
導
の
役
割
を
演
じ
た
知
少
左
か
ら
や
、
品
川
耐
子
製
造
所
は
『
峨
ヱ
軟
育
の
矯

め
専
ら
日
用
器
物
製
遊
を
な
し
、
和
共
投
も
進
歩
せ
し
に
図
り
、
今
一
歩
を
進
め
て
板
硝
子
製
遣
を
創
始
せ
ん
』
と
せ
る
も
の
で

b

っ
て
、
九
年
十
二
月
に
は
職
工
入
業
規
則
を
定
め
て
ゐ
る
。

斯
〈
の
如
〈
工
部
省
の
経
替
せ
し
諸
産
業
に
は
、
首
幕
府
及
諸
藩
の
事
業
を
継
承
せ
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
同
時
に
そ
の
性
質

に
於
で
も
政
治
的
・
軍
事
的
性
質
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
併
し
そ
こ
に
は
殖
産
興
業
的
・
模
範
的
性
質
も
多
少
と
も
に
加
味
せ
ら
れ
、

後
の
性
質
を
主
と
せ
る
事
業
も
起
さ
れ
た
。
そ
の
性
一
質
の
如
何
に
闘
せ
歩
、
結
果
に
於
て
工
部
省
の
諸
産
業
が
資
本
主
義
経
済
の
育

「明治前期財民経済史料集成」第十七巻、 302頁
同上、 304参照
向上、 3II頁
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出
叫
に
役
立
っ
た
事
は
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
」

の
解
題
考
が
『
其
の

(
工
部
省
。
)

目
的
と
す
る
則
の
ご
章
一
社
は
蔽
ひ
難
〈
、

一
方
で
は
民
聞
に
工
業
を
勃
興
せ
し
め
ん
が
偏
に
持
H

系
的
制
導
的
左
任
務
を
引
受
け
る
と

同
時
に
、
他
方
で
は
凶
管
工
業
に
よ
る
財
政
的
京
事
的
共
の
他
各
種
の
利
径
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
併
し
重
き
を
置
か
れ
た
の
は

勿
九
州
後
者
で
る
っ
て
」
云
々
と
い
へ
る
は
ま
さ
に
肯
壌
に
治
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

之
に
封
し
て
内
務
省
の
経
営
せ
し
産
業
に
は
、
崎
地
産
工
業
空
主
日
的
と
せ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
本
省
は
明
治
六
年
十
一
月
に
建

行
せ
ら
れ
た
も
の
で
る
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
川
部
省
及
大
蔵
省
が
経
管
せ
る
場
紡
続
出
川
反
日
岡
製
総
所
の
二
工
場
を
継
承
し
た
が
、

前
記
刊
に
紘
て
は
『
堺
紡
績
所
の
ぷ
あ
る
や
、
人
民
を
し
て
共
現
資
を
見
聞
し
北
行
使
い
が
一
を
実
検
し
、
間
悟
了
川
付
し
て
以
て
各
自
盛
大
の

誌
を
起
し
、
山
口
川
山
の
域
に
注
一
ま
し
む
る
の
本
日
也
」
云
々
と
あ
れ
川
、
後
汗
も
製
綿
業
糊
慢
の
日
的
を
以
て
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

山
中
刊
後
山
川
け
ら
れ
た
掛
川
消
泊
所
ゆ
千
化
製
峨
川
ふ
I
H
佼
版
局
紡
約
川
"
一
-
一
川
段
比
一
製
作
川
土
二
川
川
内
一
相
場
。
下
総
牧
平
場
誌
が
白

Ml

閥
工
業
及
農
業
の
振
興
に
資
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
ふ
迄
も
な
い
。

内
務
省
の
首
脳
者
は
い
ふ
迄
も
な
〈
大
久
保
利
通
で
あ
っ
た
。
土
屋
喬
雄
氏
が
「
山
口
同
時
の
日
本
は
、
即
ち
大
久
保
の
経
済
政
策
は

仙
川
洲
の

7

1
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
と
異
た
っ
て
、

る
』
と
い
ひ
、
猪
谷
善
一
氏
が
『
異
に
明
治
十
年
間
の
極
端
な
る

7
1
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
を
行
っ
た
大
久
保
は
悌
蘭
珂
の
コ
ル
ペ

1
ル
に

比
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
』
と
法
ぺ
て
居
ら
れ
る
の
は
故
泣
き
事
で
は
な
か
っ
た
。
大
久
保
が
殖
産
興
業
に
留
意
し
た
の
は
い
つ
頃
か

一
躍
機
械
産
業
の
輸
入
移
植
、
保
議
育
成
を
努
力
し
た
け
れ
ば
友
ち
た
か
っ
た
の
で
あ

ら
で
あ
っ
た
か
。
彼
が
、
幕
末
に
於
け
る
泰
西
産
業
経
替
の
一
方
の
旗
顕
で
あ
る
鹿
児
島
蕊
の
藩
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
主
張

が
新
政
府
に
極
姿
友
る
地
位
を
占
め
た
後
始
め
て
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
事
を
思
は
し
め
る
。
明
治
二
年
に
鹿
児
島
紡
績
所
を
親

明
治
初
年
の
官
替
産
業
に
就
て

七

「法規分類大会」第一編、官職門、七五九、 787頁
土屋喬堆「大久保内務卿時代の殖遊興業政策J(1経済皐論集」第四巻九披)
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明
治
初
年
の
官
骨
産
業
に
就
て

七

た
利
通
は
『
磯
紡
績
器
械
拝
見
と
し
て
差
越
、
今
日
は
運
動
有
之
、
精
巧
奇
々
妙
々
言
語
の
及
所
に
あ
ら
や
、
外
国
人
の
知
見
、
我

に
勝
る
こ
と
幾
許
ぞ
や
、
可
恥
可
欺
』
と
述
べ
た
と
い
ふ
。
彼
の
殖
産
興
業
へ
の
熱
意
は
、
明
治
四
年
欧
米
巡
遊
に
よ
っ
て
更
に
織

烈
と
一
な
っ
た
。
之
に
闘
し
亡
は
土
屋
氏
の
詳
細
在
る
研
究
に
譲
る
が
、
要
す
る
に
彼
が
内
務
省
を
設
立
し
た
の
は
、
殖
産
興
業
が
主

要
目
的
の
一
-
ど
あ
っ
た
。

設
時
慨
に
官
器
棋
靴
工
揚
と
じ
て
明
紡
結
所
及
一
品
開
製
付
加
川
が
あ
っ
た
。
之
佐
税
制
M
H

サ
し
も
の
は
大
相
川
容
川
副
理
療
で
あ
り
、

:;~: 

b~'l 

省
は
利
通
が
卿
と
し
て
統
轄
せ
し
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
伎
が
四
年
十
一
月
欧
米
巡
遊
の
途
に
上
る
や
、
勧
業
の
事
務
は
大
い
忙
綜

小
せ
ら
れ
、
五
年
十
月
勧
農
寮
は
庭
せ
ら
れ
て
、
租
租
寮
中
に
勧
農
課
友
る
一
課
が
置
か
る
L

に
過
ぎ
な
い
有
様
で
あ
っ
た
。
他
方

前
述
の
如
く
工
部
省
が
あ
っ
て
諸
産
業
を
経
倍
し
た
が
、
首
時
の
工
部
省
は
主
と
し
て
奮
幕
時
代
よ
り
継
承
せ
る
諸
事
業
を
粧
品
叫
す

る
に
過
ぎ
や
、
従
っ
て
殖
産
興
業
の
た
め
の
産
業
の
官
替
て
ふ
色
彩
は
甚
だ
濃
厚
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
欣
態
に
憐
ら
や
し
て
利
遇

は
、
か
ね
て
懐
抱
せ
る
殖
箆
興
業
の
主
張
を
資
現
せ
ん
と
し
て
内
務
省
を
設
け
、
大
蔵
省
よ
り
二
つ
の
模
範
工
場
を
醐
継
承
し
、
そ
の

上
新
た
に
工
業
上
・
農
業
上
の
模
範
施
設
を
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
如
く
官
営
産
業
に
は
、
工
部
省
の
粧
勝
目
に
属
す
る
も
の
と
、
内
務
省
の
粧
替
に
属
す
る
も
の
と
の
聞
に
多
少
の
質
的
栴
遼

が
あ
っ
た
と
同
時
に
、
政
治
的
性
質
の
官
業
よ
り
殖
産
興
業
的
性
質
の
官
業
へ
の
進
展
に
も
大
憾
の
時
間
的
階
段
が
存
し
た
ゃ
う
で

あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
明
治
六
年
を
劃
期
と
し
て
官
業
の
破
産
興
業
的
・
模
範
的
性
質
が
頗
る
明
確
と
た
っ
た
や
う
に
息
は
れ
る
。

内
務
省
の
設
置
が
明
治
六
年
で
あ
る
事
は
勿
論
で
る
る
が
、
工
部
省
諸
産
業
中
主
と
し
て
模
範
的
性
質
を
有
せ
し
も
の
、
例
へ
ぽ
製

帥
相
場
・
製
煉
所
・
品
川
船
子
製
造
所
等
は
明
治
六
年
若
〈
は
五
年
末
以
後
の
創
設
に
か
h

る
と
こ
み
で
あ
る
。
約
↓
f

口
す
片
山
ぱ
明
治
何
一
平

「大久保利渇停」中巻、 640頁20) 



の
官
替
産
業
は
、
蔭
時
代
の
も
の
を
引
継
ぎ
、
之
を
基
礎
と
し
て
産
業
種
類
を
増
加
せ
る
の
み
友
ら
や
、
殖
産
興
業
的
・
模
範
的
性

質
を
加
味
し
、
明
治
六
年
以
後
全
面
的
に
殖
産
興
業
的
性
質
に
向
っ
て
進
展
し
た
の
で
る
っ
た
。

と
の
官
替
産
業
の
質
的
進
展
に
就

て
は
、
更
に
官
皆
産
業
の
他
の
佐
賀
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
治
初
年
の
経
済
政
策
を
河
欧
の

7

1
カ
シ
チ
リ
ズ
ム
に
針
比
す
る
謬
者
の
存
す
る
が
如
く
、
そ
れ
は
宮
岡
強
兵
を
主
眼
と
せ
る

も
の
で
あ
っ
た
結
に
於
て
は
異
論
は
な
い
。
併
し
上
述
の
如
〈
、
明
治
六
年
以
前
の
官
業
が
い
は
ピ
寧
ろ
強
兵
を
主
眼
と
し
、

主J.

後

の
官
業
が
い
は
ピ
宮
闘
を
主
眼
と
せ
る
と
と
を
考
ふ
る
友
ら
ば
、
用
調
富
岡
の
時
代
的
意
義
に
就
て
一
瞥
し
一
な
け
れ
ば
友
ら
友
い
。

維
新
以
後
の
我
闘
に
於
け
る
念
激
た
る
諸
制
官
革
は
、

そ
れ

κ必
要
放
る
多
大
の
物
資
企
人
物
と
を
専
ら
外
岡
比
一
時
に
仰
い
だ
に
も

拘
ら
A
T
、
官
時
の
我
が
産
業
は
沈
表
し
て
.
之
に
代
っ
て
檎
山
山
ず
〈
き
多
く
の
生
産
含
有
し
な
か
べ
た
。
勢
び
右
の
物
資
と
人
物
と

出
J己
主主
てコ
て

王尼 :1: 
l土と
れし
た21)て唱

。 J<.~ ー

を

17. 

bて'

一
九
す
亡
叶
司

l
、1
5
J
r
工
れ
コ
と
。

H
J
I
f
-
-巧

Eq〆

f
f
J
7

十
羽
の
結
旧
取
は
貿
易
の
輸
入
超
越
、

A
V一
銀
の
流

〉

b
m
m
L
ト
i
h

、

Hν
目
仰
い
寸
a
ノ
L
W
μ

此
欣
態
は
昔
時
識
者
の
最
も
憂
慮
せ
る
と
と
ろ
で
あ
っ
て
、

例
へ
ば
大
久
保
利
通
は
征
韓
問
題
に
閲
ナ
る

意
見
書
(
明
治
六
年
)
に
於
て
左
の
如
く
漣
ぺ
て
ゐ
る
。

『
我
幽
輸
出
入
。
穂
計
を
察
す
る
に
、
轍
出
の
高
毎
年
大
凡
百
高
隔
の
鉄
乏
あ
り
、
其
歓
乏
は
使
ち
金
貨
を
以
て
之
を
償
却
す
る
者
止
す
、
若
し
如

此
金
貨
外
出
す
る
時
は
園
内
の
金
貨
従
て
減
少
す
べ
し
、
然
し
て
現
今
内
凶
に
行
は
る
L
者
は
金
貨
と
紙
幣
な

P
、
今
其
本
を
乏
ふ
し
共
貨
を
侠
〈

時
は
、
自
政
府
の
信
用
を
滞
ふ
し
、
紙
幣
は
漸
次
其
債
を
失
ひ
、
大
に
民
関
心
苦
情
を
起
し
、
後
日
殆
ど
救
ふ
可
ら
ざ
る
O
勢
を
生
ぜ
ん
、
又
製
造

産
物
は
衆
人
の
手
を
経
て
始
て
犠
出
に
適
す
る
が
故
に
、
或
は
之
を
製
し
、
或
は
之
を
他
人
。
手
に
移
し
、
図
人
之
が
震
に
産
を
得
、
衣
食
住
を
購

ふ
に
足
る
而
巳
に
非
ず
、
又
以
て
大
に
宵
を
致
す
者
多
し
、
放
に
轍
入
品
に
換
る
に
金
貨
を
以
て
せ
ず
、
既
に
拠
泣
し
た
る
産
物
を
以
て
J

父
換
す
る

時
、
船
て
貿
易
は
一
凶
富
強
の
基
た
る
を
知
る
べ
し
、
然
る
に
今
内
閣
の
貧
富
を
問
は
ず
、
兵
の
強
弱
を
詳
か
に
せ
ず
、
忽
然
磯
端
を
開
〈
時
は
、

明
治
初
年
の
官
替
産
業
に
就
て

一
七
三

Jい
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明
治
初
年
の
官
轡
産
業
に
就
て

七
四

内
闘
の
舵
丁
外
に
苦
み
、
内
に
役
せ
ら
れ
、
是
が
父
母
た
る
者
は
憂
慮
煩
飢
勤
倹
業
を
昏
む
に
意
な
〈
、
従
て
内
闘
の
物
産
を
減
少
し
、

H
船
艇
抑

薬
銃
器
戎
服
多
〈
は
外
閣
に
頼
、
b
ざ
る
を
得
ず
、
然
、
b
ば
又
殆
ど
先
年
内
飢
時
間
の
趣
を
成
し
、
谷
輪
出
入
の
比
例
に
於
て
大
義
を
生
じ
、
大
に
内

野
疲
弊
を
起
さ
ん
は
必
せ
り
、
是
又
可
慮
者
に
し
て
、
ま
聞
に
朝
鮮
の
役
を
起
す
可
ら
ず
と
す
る
の
四
な
明
白

貿
易
の
不
均
衡
従
っ
て
正
貨
の
流
川
は
必
や
し
も
明
治
六
年
頃
の
み
の
事
柄
で
は
た
か
っ
た
。
併
し
そ
れ
以
前
に
於
て
は
園
内
の

政
治
的
統
一
、

枇
ム
町
人
心
の
安
定
に
主
力
が
傾
一
日
せ
ら
れ
て
ゐ
た
結
県
、

全
両
均
に
殖
医
興
業
政
策
へ
進
展
す
1
、-咋
-c
除
治
が
作
し
右

か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
や
廃
藩
置
賜
を
断
行
し
、
政
治
的
統
一
が
完
成
せ
し
を
以
て
、
所
前
富
岡
に
向
っ
て
政
的
の
努
力
が
傾
倒

せ
ら
る
L

に
至
っ
た
の
で
る
る
。
明
治
六
年
以
前
に
設
け
ら
れ
た
宵
同
製
紙
所
及
堺
紡
積
所
が
既
に
模
範
的
性
質
の
も
の
及
り
し
と

と
前
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
内
務
省
が
設
置
せ
る
新
町
紡
積
所
・
千
住
製
賊
所
等
の
試
し
止
目
的
に
は
、
貿
易
の
均
衡
を
計
り
、
五
貨

の
流
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
特
筆
大
書
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
は
右
の
殖
産
興
業
政
策
の
進
展
を
明
確
に
物
語
る
も

の
で
あ
ら
う
。

明
治
十
三
年
三
月
の
内
務
符
「
動
農
局
底
務
僚
例
」
第
三
十
三
僚
に
「
本
局
事
務
の
外
物
産
上
念
要
注
る
も
、
人
民
の
気
遣
猶
未

だ
斯
に
傾
向
せ
ざ
る
も
の
は
、
姑
く
官
設
事
業
を
起
し
て
共
貸
利
を
一
不
し
、
以
て
人
民
を
誘
導
せ
ん
と
す
、
之
を
名
け
て
臨
時
事
業

と
絡
す
』
と
い
び
、
富
岡
製
紙
所
・
千
住
製
械
所
・
新
町
紡
縦
所
・
愛
知
紡
績
所
・
庚
島
紡
総
所
・
一
二
回
農
具
製
作
所
の
六
ケ
所
を
泉
げ

て
ゐ
る
。
政
府
が
此
等
の
事
莱
を
官
替
し
た
の
は
、
右
の
庭
務
保
例
に
い
へ
る
が
如
き
却
白
か
ら
で
あ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
所

詔
『
人
民
』
な
る
語
の
内
容
如
何
。
勿
論
之
は
一
般
人
民
を
指
禍
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
誌
に
考
ふ
べ
き
は
殖
産
興
業
と
士
族
授
産

ム
」
の
閥
係
で
あ
る
。
我
妻
東
策
氏
が
『
そ
も
/
¥
殖
産
興
業
と
士
族
授
産
と
の
闘
係
は
か
の
「
征
韓
諭
」
に
端
を
愛
し
て
ゐ
る
。
計
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時
四
郷
隆
盛
は
士
族
紋
済
の
た
め
に
征
韓
を
主
張
し
、
反
封
論
脊
大
久
保
利
活
は
、
士
族
救
済
の
た
め
に
殖
産
興
業
を
行
ふ
e
へ
き
こ

と
を
主
張
し
た
』
と
辿
ぺ
て
民
ら
れ
る
が
如
〈
、
士
族
を
し
て
新
産
業
の
如
何
友
る
ち
の
友
る
や
を
知
ら
し
め
、
新
産
業
に
従
事
せ

し
め
ん
と
し
た
事
が
、
模
範
工
場
を
粧
四
百
せ
る
京
一
袋
友
る
目
的
の
一
で
あ
っ
た
事
は
、
容
易
に
之
を
窺
ふ
事
が
山
内
来
る
。
官
業
に
於

け
る
こ
の
意
味
は
必
す
し
も
征
韓
論
に
端
を
鼓
し
た
も
の
と
は
い
へ
友
い
。
前
同
製
粉
所
の
如
き
も
の
が
既
に
存
し
た
か
ら
で
あ
る
。

併
し
士
族
佼
産
問
題
が
頭
要
と
な
っ
た
の
は
臨
時
蒋
世
腕
以
後
で
あ
る
か
ら
、
常
時
企
業
心
の
最
も
旺
盛
及
、
而
も
未
だ
定
峨
左
き
士

族
を
し
て
新
工
業
中
起
き
し
め
ん
と
の
考
へ
が
、
狂
韓
論
を
契
機
と
し
て
燐
舛
と
な
っ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
疑
を
容
れ
な
い
で
あ

ら
う
。
此
新
よ
り
す
る
も
ん
日
持
産
業
の
針
的
巡
展
が
、
明
治
六
年
を
劃
期
と
せ
し
こ
と
を
傍
詮
す
る
事
が
出
来
る

Q

宵
器
産
党
は
以
ト
ム
の
州
企
」
活
性
院
を
具
有
せ
し
・
も
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
一
一
一
品
す
べ
き
は
そ
の
財
政
的
性
坑
に
就
て
U

あ
る
。
政

治
的
・
一
申
請
的
“
模
範
的
・
士
族
救
掛
町
与
の
諸
下
仁
的
を
幻
て
匙
さ
れ
た
官
来
も
、
財
政
の
窮
迫
せ
し
営
時
、

い
つ
ま
で
も
財
政
的
負
櫓

を
無
硯
し
て
粧
品
百
ず
る
事
を
詐
さ
れ
左
か
っ
た
。
官
業
の
財
政
的
性
質
を
知
る
の
に
最
も
使
宜
友
る
は
、
そ
の
準
備
金
と
の
閥
係
で

あ
る
。
準
備
金
は
二
年
十
月
・
政
府
護
行
の
紙
幣
・
詮
忽
並
に
公
債
謹
書
を
阿
牧
ず
べ
き
元
本
及
び
闘
庫
の
預
備
と
す
る
目
的
を
以

て
、
不
用
物
口
問
責
揚
代
金
共
他
正
租
・
雑
碕
以
外
の
雑
牧
入
を
蓄
積
し
、
之
を
積
立
金
と
稀
し
た
る
に
始
ま
り
、
五
年
六
月
之
を
改

開
閉
し
て
準
備
金
と
な
し
た
志
の
で
あ
る
。
而
し
て
準
備
金
の
増
加
を
闘
る
必
要
上
・
政
府
は
六
年
六
月
準
備
金
規
則
を
改
正
し
、
地
一
・

備
金
の
一
部
を
諸
方
に
貸
出
し
て
利
殖
を
行
ふ
事
に
友
っ
た
が
.
そ
の
貸
金
に
は
各
脱
営
業
資
本
貸
(
官
業
資
本
貸
)
・
一
時
繰
替
貸
・
勧

業
資
本
貸
の
三
者
が
る
っ
た
@
官
業
資
本
貸
と
は
海
軍
中
刑
法
紬
所
・
陸
軍
符
砲
兵
工
廠
・
佐
渡
生
野
鎖
山
局
・
富
岡
製
練
所
の
如
き
官

閉
山

皆
産
業
の
資
本
に
貸
付
く
る
も
の
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
官
営
産
業
に
は
準
備
金
よ
り
貸
出
し
を
受
け
ざ
る
も
の
な
く
・
そ
の
額
は

明
治
初
年
の
官
管
産
業
に
就
て

七
五
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明
治
初
年
の
背
骨
産
業
に
就
て

七
ノ、

明
治
十
三
年
六
月
貸
付
廃
止
ま
で
に

一
千
三
百
八
十
一
寓
闘
飴
の
多
き
K
上
っ
た
。
そ
の
う
ち
二
十
三
年
三
月
準
備
金
制
度
廃
止

に
至
る
ま
で
に
返
納
せ
ら
れ
た
金
額
は
七
百
八
十
七
寓
四
千
閣
に
過
ぎ
や
、
残
額
は
常
用
部
よ
り
支
梯
は
れ
、

釘

ら
れ
た
。

一
部
は
排
切
り
と
せ

新
〈
の
如
〈
官
出
国
産
業
は
準
備
金
わ
側
よ
り
見
て
一
の
利
嫡
手
段
に
供
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
六
年
以
降
で
あ
る
事
は
、
官
品
川
農
業

の
質
的
進
展
と
封
比
し
C
興
味
あ
る
と
と
ら
で
あ
っ
て
、
此
知
に
於
て
官
野
産
業
は
財
政
的
性
貨
を
も
川
市
び
た
の
で
あ
る
。
相
し
て

工
出
附
山
利
及
一
円
務
省
は
十
分
に
官
業
別
各
省
則
符
し
た
の
で
-E
ら
ろ
か
、
事
責
は
期
待
と
相
違
し
、

こ
の
事
が
や
が
て
産
業
官
営
主
義

を
揚
棄
せ
し
む
る
重
要
な
る
原
因
と
な
っ
た
の
で
る
る
。

以
上
要
す
る
に
、
官
管
産
業
は
首
初
主
と
し
て
政
治
的
・
軍
事
的
性
質
を
帯
び
、
従
っ
て
徳
川
時
代
幕
府
及
諸
藩
が
自
ら
経
替
せ

る
産
業
と
質
に
於
て
相
距
る
と
と
遠
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
之
に
殖
産
興
業
的
・
模
範
的
性
質
が
加
味
せ
ら
れ
、
明
治
六
年
を

時
機
と
し
て
殖
産
興
業
的
性
質
が
第
一
義
的
と
友
っ
た
。
所
謂
殖
医
興
業
の
目
的
は
貿
易
の
均
衡
を
闘
り
、

E
貨
の
流
出
を
防
止
せ

ん
と
す
る
に
る
り
、
同
時
に
士
族
に
直
接
淵
産
興
業
政
策
の
思
悪
を
施
さ
ん
と
ナ
る
意
闘
が
含
ま
れ
た
。
之
と
共
に
財
政
的
性
質
も

加
味
せ
ら
れ
、
官
替
産
業
の
重
要
性
は
径
と
加
は
り
、
そ
の
任
務
は
念
ミ
甫
一
〈
な
っ
た
の
で
る
る
。

四

産
業
官
署
方
針
の
掴
棄

併
し
乍
ら
居
る
事
数
年
に
し
て
、
明
治
十
三
年
十
一
月
工
揚
揚
下
概
則
が
公
布
せ
ら
れ
、
之
に
よ
っ
て
諸
工
揚
・
諸
鏑
山
は
民
間

に
掛
下
げ
ら
る
主
ζ

と
L
友
っ
た
。

ζ

の
、
重
要
産
業
の
直
接
官
替
の
方
針
か
ら
、
間
接
保
護
の
方
針
に
輔
じ
た
理
由
と
し
で
は
、

向上、 28-29頁27) 



-
突
の
如
き
諸
説
が
あ
る
。

第
一
は
雑
誌
「
太
陽
」
の
臨
時
増
刊
と
し
て
務
行
せ
ら
れ
た
「
明
治
史
」
第
四
編
「
産
業
史
」
に
現
は
れ
た
見
解
で
あ
っ
て
、
そ

こ
に
は
「
彼
の
明
治
十
年
、
西
南
戦
争
の
後
、
関
内
の
静
一
半
に
蹄
す
る
と
共
に
、
欧
米
に
模
倣
し
た
る
新
制
度
も
、
，
次
第
に
整
備
せ

ら
れ
、
民
聞
に
於
け
る
各
種
の
事
業
も
ま
た
、
精
勃
興
の
域
に
達
せ
ん
と
し
、
今
や
模
範
工
場
の
要
あ
る
左
〈
、
却
で
官
設
事
業
と

民
業
と
の
聞
に
於
て
、
相
拾
抗
し
、
競
争
せ
ん
と
す
る
の
傾
向
を
生
ぜ
し
か
ば
、
政
府
は
、
明
治
十
三
年
十
一
月
工
場
燐
下
慨
則
を

務
布
し
て
綿
て
の
官
業
を
準
げ
て
民
間
に
移
ず
の
策
に
出
で
ぬ
』
云
々
と
活
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

第
二
は
財
政
的
説
明
で
あ
っ
て
可
例
へ
ば
高
橋
亀
士
口
氏
は
『
政
府
が
何
故
に
従
来
の
官
替
主
義
、
慈
父
的
干
渉
主
義
堂
、

郷
1・

そ
の
わ
け
は
、
専
ら
、
財
政
的
原
国
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
」
と
活
ぺ
、
第
一
の
設
を
者
定
し

h

松
方
正
義
の
財
政
教
訓
上
官
訟
工
場
h

句
、
扮
下
ぐ
る
K
一手
A
J

穴
説
明
を
援
用
し
、
更
に
語
を
績
で
『
右
の
如
く
、
殖
産
興
業
に
針
ナ
る

る
に
至
っ
た
が
の
理
由
を
見
る
に
、

官
借
主
義
、
議
父
的
干
渉
主
義
は
.
砂
く
と
も
、
そ
の
営
初
の
大
目
的
た
り
し
「
利
殖
」
と
い
ふ
結
か
ら
は
、
逆
に
、
政
府
に
多
大

の
負
鎗
を
資
ら
し
た
。
と
共
に
、
政
府
の
慈
父
的
保
護
干
渉
主
義
は
、
少
か
ら
ね
情
賓
依
怯
の
弊
害
あ
り
.
雨
者
の
理
由
相
侠
っ
て
、

冶

と
L
に
輿
論
は
、
闘
合
開
設
運
動
と
合
流
し
て
、
産
業
政
策
の
自
由
放
任
主
義
を
高
唱
す
る
に
至
っ
た
』
と
漣
ぺ
て
居
ら
れ
る
。

第
三
は
山
悶
盛
太
郎
氏
・
小
林
良
正
氏
等
の
訟
で
る
っ
て
.
小
林
氏
は
『
在
来
の
産
業
償
制
の
整
理
H
再
編
成
の
あ
誌
は
.
む
し
ろ
離

新
政
府
が
、
自
己
の
存
立
の
基
礎
僚
件
た
る
、
軍
事
的
な
い
し
鍵
鎗
虚
業
を
、
よ
り
多
ぐ
集
中
的
に
保
育
せ
ん
が
た
め
に
、
こ
の
中

心
を
遠
ざ
か
る
産
業
か
ら
、

そ
の
模
範
工
場
の
類
を
v

漸
次
、
民
聞
に
梯
下
げ
、
し
か
も
そ
の
際
、

と
と
に
軍
事
的
左
い
し
鍵
鎗
産

業
の
あ
る
部
分
、
例
へ
ぽ
鍵
山
、
治
船
所
の
如
き
は
‘
乙
れ
を
、
直
悼
官
、
若
干
の

E
大
財
閥
資
本
に
謝
し
、
康
債
K
沸
下
げ
る
と
と

明
治
初
年
四
官
普
産
業
に
就
て

一
七
七

「農業史J 65買
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明
治
初
年
。
官
寄
産
業
に
就
て

七
l¥. 

と
れ
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
上
居
部
分
と
の
提
携
を
確
保
し
・
も
っ
て
全
産
業
を
、
よ
り
多
〈
柔
軟
性
あ
る
統
制
の
も

と
に
置
か
う
と
す
る
に
存
し
た
。
明
治
十
三
年
十
一
月
五
日
の
「
工
場
排
下
概
別
」
の
基
本
的
意
義
は
、
以
上
の
如
く
で
あ
忍
』
と

に
よ
っ
て
、

遁
ぺ
、
前
記
「
産
業
史
」
及
び
高
橋
氏
の
所
設
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
諸
見
解
な
り
と
し
て
、
建
か
に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
た
ら
泊
と
し

て
ゐ
る
。

以
上
の
う
む
第

山
況
は
州
内
論
付
ど
探
る
に
か
一
-
ら
な
い
。
悲
し
ん
仏
昨
技
能
に
拐
の
必
裂
な
を
料
、

-一
h

、-
3
F
V
E
i
u
一
、
.
一
司
司

'
E
3『

M
I
h
-
-
P

宮
中
山
下
告
泊
三
」
痢
五
指
宏
司
寸

す
る
程
、
民
間
産
業
は
護
達
し
て
ゐ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
三
の
設
は
結
果
論
と
し
て
は
正
し
い
か
も
知
れ
ね
が
、
飴
り
に
結

某
に
捉
は
れ
過
ぎ
て
ゐ
る
。
邸
ち
先
づ
自
己
の
擦
っ
て
立
つ
慕
礎
的
産
業
を
よ
り
集
中
的
に
保
育
せ
ん
が
た
め
に
、
此
の
中
心
か
ら

遠
ざ
か
る
模
範
工
揚
を
漸
次
民
聞
に
燐
下
げ
た
と
同
じ
『
軍
閥
的
H
封
建
的
務
閥
政
府
』
が
、
何
故
「
工
揚
捌
下
概
則
」
褒
布
の
直
前

ま
で
、
よ
り
基
礎
的
な
ら
ざ
る
産
業
を
も
替
々
と
し
て
経
替
し
た
か
、
そ
の
意
義
が
分
ら
な
い
。
官
皆
産
業
の
挽
下
に
よ
っ
て
政
府

と
財
閥
と
の
提
携
が
密
接
に
な
っ
た
の
は
事
責
で
る
る
が
、
そ
の
梯
下
又
は
貸
下
(
排
下
の
先
行
形
態
止
し
て
一
皇
賞
F
が
行
は
れ
し
も
り

も
あ
っ
た
)
が
行
は
れ
た
の
は
、
平
〈
て
明
治
十
五
年
、
選
き
も
の
は
二
十
九
年
で
あ
っ
て
、
十
八
九
年
紙
幣
整
理
が
結
了
し
、
民
間

に
企
業
熱
が
勃
興
せ
る
頃
に
貸
下
又
は
梯
下
げ
ら
れ
た
も
の
が
多
く
を
占
め
て
ゐ
る
。

と
の
事
貨
は
「
工
揚
排
下
概
則
」
裁
布
営
時
.

果
し
て
政
府
に
財
閥
と
提
携
す
る
の
意
同
る
り
し
ゃ
者
ゃ
を
疑
は
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
偲
り
に
一
歩
を
譲
つ
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
何
故
企
業
熱
勃
興
期
を
倹
た
や
し
て
(
松
方
E
義
は
釈
弊
整
額
が
完
了
す
れ
ば
企
業
の
勃
興
す
べ
き
事
を
故
知
し
て
ゐ
た
)
、
明
治
十
三
年

陀
所
謂
「
産
業
鱒
制
の
整
理
リ
再
編
成
』
に
着
手
し
た
か
。
小
林
氏
は
之
を
明
治
十
一
年
の
起
業
公
債
公
募
の
結
果
が
良
好
で
あ
っ
た

事
に
求
め
て
ゐ
る
。
結
阿
南
が
良
好
で
あ
っ
た
と
は
舷
券
額
が
募
集
額
の
約
二
倍
に
達
し
た
と
と
、
殊
に
舷
募
額
の
約
半
額
は
『
卒
民
』

小林良豆、前掲曹、 26頁31) 



の
巾
込
に
か
L
る
も
の
で
あ
っ
た
と
と
の
ニ
黙
で
あ
る
。
併
し
起
業
会
債
公
募
の
結
果
の
良
否
に
よ
っ
て
、
産
業
政
策
の
蹄
換
を
卜

す
る
ζ

と
は
、
あ
ま
り
に
大
袈
裟
で
あ
り
、
ま
た
児
戯
に
均
し
い
。
私
は
寧
ろ
第
二
の
設
に
多
大
の
賛
意
を
表
す
る
。
蓋
し
首
時
政

府
は
、
紙
幣
整
壊
を
主
目
的
と
す
る
財
政
整
理
に
努
力
を
傾
注
し
て
ゐ
た
時
で
あ
っ
た
か
ら
で
る
る
。
之
を
官
替
産
業
白
鰐
の
立
場

よ
り
す
る
も
、
利
担
金
は
事
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
血
半
ら
ぬ
か
ら
と
い
っ
て
廃
業
す
る
わ
け
に
は
行
か
ぬ
、
併
し
梯
下
を
受
け
て
事

業
を
繕
績
せ
ん
と
す
る
者
は
見
付
か
ら
な
い
と
い
ふ
の
が
資
情
で
め
っ
た
。
即
ち
十
五
年
十
二
月
工
部
省
工
作
局
よ
り
太
政
官
へ
葉

請
し
て
臼
〈
、

『
本
局
の
卒
業
は
百
工
を
袋
勧
し
、
海
内
人
民
の
工
皮
を
繁
殖
せ
し
む
る
の
旨
趣
に
し
て
、
明
治
四
年
赤
羽
及
び
兵
庫
に
、
同
七
年
深
川
に
、
同
八

年
品
川
に
各
工
場
を
聞
き
、
試
験
の
工
業
に
就
か
し
む
。
同
十
年
作
業
保
例
を
縫
布
せ
ら
る
h
h

に
豆
て
各
分

M
の
資
本
金
制
刊
を
定
め
て
替
業
に
従
事

せ
り
。
然
る
に
地
白
な
本
邦
未
曾
布
の
新
工
業
に
し
C
作
業
訟
の
如
〈
な
ら

r、
年
一
不
安
金
r
h

快
却
を
生
「
る
の
み
。
師
免
に
於
て
旭
川
別
に
蕊
を
性
J
L
、

川
四
品
て
流
利
記
収
入
品
ん
と
せ
ば
仰
業
の
本
凶
日
に
背

M
壮一

7
0
出
限
定
借
利
と
刺
業
L
E
北
計
サ
百
一

Gμ
説
到
町
的
て
か
然
、
b
し
む
る
斯
な
り
。
間
て
四
分

局
の
工
場
は
初
官
設
立
の
旨
趣
を
失
は
ず
し
て
其
工
事
を
紙
頑
せ
し
む
る
の
意
を
以
て
、
或
は
貰
具
、
或
は
貸
典
、
或
は
他
省
に
諮
興
す
る
年
の
慮

分
を
銭
さ

γ
る
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
今
之
を
工
場
排
下
規
則
に
照
し
て
底
分
せ
ん
と
す
る
に
方
て
、
所
望
者
の
稀
な
る
は
管
業
資
本
印
時
上
納
及
び

工
業
費
周
年
賦
上
納
金
等
の
多
額
な
る
に
縁
由
せ
り
と
一
再
ふ
。
』

と
。
財
政
的
理
由
の
外
に
高
橋
氏
は
、
保
護
干
渉
主
義
に
於
け
る
情
寅
依
恰
の
弊
を
事
げ
て
居
ら
れ
る
。

南
参
議
の
農
商
務
省
設
立
建
議
に
指
摘
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
以
内
、
之
は
官
皆
産
業
よ
り
も
寧
ろ
、
準
備
金
よ
り
勧
業
資
本

こ
の
事
は
大
限
。
伊
藤

金
を
受
け
し
民
間
産
業
に
存
せ
し
と
こ
る
で
あ
る
。
之
よ
り
も
重
要
調
す
べ
き
は
、
園
舎
開
設
運
動
と
官
営
主
義
抱
棄
と
の
闘
係
で

こ
の
運
動
の
主
流
と
な
っ
た
も
の
は
不
卒
士

あ
る
。
忠
ふ
に
明
治
十
二
三
年
頃
は
自
由
民
権
運
動
の
最
も
燥
烈
な
時
期
で
あ
っ
た
。

族
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
西
南
役
の
経
験
に
よ
り
、
武
力
を
以
て
新
政
府
に
封
抗
す
る
事
の
不
可
能
友
る
を
悟
り
、
政
治
的
に
目
的
を

明
治
初
年
目
官
替
産
業
に
就
て

七

九
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明
治
初
年
の
官
響
産
業
に
就
て

^ O 

達
せ
ん
と
し
て
園
舎
開
設
の
猛
運
動
を
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
の
運
動
を
緩
和
し
、
士
族
の
不
平
を
和
ら
げ
る
事
は
、
営
時
の
政

策
の
重
要
項
目
た
る
を
A
へ
は
友
か
っ
た
。
士
族
授
産
事
業
に
劃
期
的
危
努
力
が
梯
は
れ
た
の
は
此
時
で
あ
っ
て
、
前
述
の
起
業
公
債

の
如
き
も
、
そ
の
起
債
の
目
的
の
一
宇
は
士
族
に
峨
を
授
〈
る
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
園
舎
開
設
運
動
と
閥
聯
せ
る
官
替
産
業
の
燐
下

も
、
士
族
に
自
ら
事
業
を
静
ま
し
め
ん
と
す
る
意
闘
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
ゐ
友
か
っ
た
と
は
断
じ
得
ざ
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
営
時

政
府
は
華
族
に
勧
め
て
束
中
川
小
潟
ト

L

保
険
命
日
祉
や
日
本
鍬
道
曾
枇
b
t
起
さ
し
め
た
が
、

h
f
F
L
h
炉
、
」
寸
H
P
J℃
A1引

4
1
t寸
E
4一
決
-
一
・

2

H
三イ

l
E
!
1
7
1
H
U
L
P

サ

i
t司
一
』
長
航
』

業
を
経
皆
せ
し
む
る
意
闘
を
多
分
に
有
せ
し
と
と
を
傍
詮
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
大
久
保
利
通
が
明
治
十
年
に
逝
去
し
、
直
接
保

護
干
渉
主
義
の
本
牟
を
失
っ
た
こ
と
も
、
産
業
政
策
を
轄
換
せ
し
め
た
所
以
の
一
つ
で
は
た
か
っ
た
ら
う
か
。

五

結

論

明
治
初
年
の
官
替
産
業
は
、
営
初
事
業
そ
の
も
の
に
於
て
も
、
そ
の
性
質
に
於
て
も
、
奮
時
幕
府
及
諸
藩
が
経
営
ぜ
る
と
と
ろ
を

踏
襲
し
、
殊
に
そ
の
う
ち
に
は
所
謂
幕
末
の
新
工
業
に
属
す
る
も
の
が
多
く
を
占
め
て
ゐ
た
。
そ
の
性
質
と
は
主
と
し
て
軍
事
的
・
政

治
的
乃
至
財
政
的
性
質
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
未
だ
殖
産
興
業
的
性
質
は
稀
薄
で
あ
っ
た
。
併
し
乍
ら
維
新
後
は
か
L
る
欣
態
に
留

る
事
を
許
さ
れ
や
、
次
第
に
殖
産
興
業
的
性
質
が
加
味
せ
ら
れ
、
濃
厚
と
た
り
、
途
に
は
と
の
性
質
が
第
一
義
的
と
さ
へ
成
る
に
至

っ
た
1

幕
政
時
代
の
ま
L
留
る
事
を
許
さ
-
泣
か
っ
た
事
情
と
し
て
は
、
先
進
諸
外
固
と
交
際
を
結
び
、
そ
の
結
果
経
済
上
に
於
て
も

産
業
を
先
進
園
の
水
準
ま
で
高
度
化
す
る
必
要
る
り
し
と
と
、
並
に
封
建
制
度
を
廃
止
し
て
近
世
岡
家
的
統
一
を
遂
げ
た
結
果
、
康

藤
士
銀
を
生
産
者
化
ナ
る
必
要
あ
り
し
と
と
等
を
皐
げ
る
と
と
が
出
来
る
。
而
し
て
此
等
二
つ
の
事
情
が
政
府
営
局
の
政
策
意
識
を

長



堅
〈
捉
へ
た
の
は
、

い
ふ
迄
も
な
く
廃
藩
置
賜
以
後
で
る
っ
て
、
従
っ
て
官
管
産
業
に
於
け
る
殖
産
興
業
的
・
模
範
的
性
質
が
著
じ

〈
前
面
に
現
は
れ
た
の
が
廃
藩
置
勝
以
後
で
あ
っ
た
事
は
蛍
然
で
あ
る
。
而
も
一
方
政
府
の
財
政
難
は
官
替
産
業
を
し
で
以
上
の
諸

性
質
の
も
の
た
る
の
み
に
留
る
こ
と
を
許
さ
や
、
利
殖
的
性
質
が
之
に
加
へ
ら
る
L

に
至
っ
た
。
併
し
利
殖
的
と
模
範
的
と
は
到
底

雨
立
し
難
く
、
結
局
紙
幣
整
理
を
主
目
的
と
す
る
財
政
改
革
期
に
入
り
て
、
産
業
上
の
直
接
保
護
干
渉
主
義
は
廃
棄
せ
ら
れ
‘
{
日
比
百

産
業
は
順
弐
梯
下
げ
ら
る
L

こ
と
L
な
っ
た
の
で
る
る
。

官
営
産
業
の
起
業
に
営
つ
で
も
、
亦
そ
の
一
廃
棄
に
営
つ
で
も
、
度
繰
士
族
と
の
闘
係
が
恒
に
考
慮
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
明
治
維
新

の
性
質
を
見
て
も
、
維
新
後
首
局
の
要
路
に
立
て
る
人
々
の
性
質
を
見
て
も
、
ま
た
一
般
士
族
の
紋
態
佐
見
で
も
、
山
品
然
と
さ
る
ぺ

斉
」
事
柄
で
あ
る
。
殊
に
政
局
の
要
路
に
立
て
る
人
身
は
一
際
船
長
・
土
・
肥
等
の
雄
藩
の
士
族
で
あ
っ
て
u
此
等
の
諸
蒋
は
恭
友
一
盛
ん
に
洋
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首
肯
す
る
事
が
出
来
る
が
.
明
治
維
新
の
愛
革
が
士
族
の
手
に
成
っ
た
も
の
な
る
以
上
、
政
府
首
局
者
は
一
般
士
族
を
見
殺
し
に
す

る
に
忍
び
手
、
誌
に
殖
産
興
業
上
、
叫
割
士
族
闘
係
に
重
賭
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
官
瞥
産
業
に
於
て
は
、
そ
の
起
業
陀
蛍
つ

て
も
庭
菜
に
営
っ
て
も
、
近
代
的
資
本
家
と
の
意
識
的
提
携
な
る
要
素
は
稀
薄
で
あ
っ
た
。

併
し
乍
ら
資
本
主
義
的
諸
制
度
を
取
入
る
L

こ
と
頗
る
急
な
る
営
時
に
於
て
、
宮
越
国
産
業
の
み
そ
の
時
外
に
成
長
す
る
こ
と
は
、

到
底
許
さ
れ
左
か
っ
た
。
ま
た
経
済
枇
舎
の
他
の
部
面
、
例
へ
ば
銀
行
業
等
に
於
て
は
近
代
的
資
本
家
と
の
提
携
も
行
は
れ
て
ゐ
た
。

か
く
て
結
局
に
於
て
官
替
産
業
は
資
本
家
的
産
業
の
温
床
と
化
し
た
の
で
る
る
。
認
に
官
轡
産
業
の
日
本
資
本
主
義
成
立
の
上
に
於

け
る
意
義
が
存
ず
る
。

明
治
初
年
白
官
替
産
業
に
就
亡
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